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ᖹᡂ29ᖺᗘのなኚ᭦⟠ᡤ（㉸ᛴഴᩳ農地ಖ管理ຍ⟬）

䕿⏣のᛴഴᩳ地（䠍/10௨ୖ）な䛹、≉に条件がཝしい㉸ᛴഴᩳ農地の
ಖ管理ຍ⟬に䛴いて、ຍ⟬のᑐ㇟䛸なる活動 （農地のಖཬ䜃
農産≀の㈍ಁ㐍） をᐇする䛣䛸で、ຍ⟬ （6,000/10a） がཷ䛡
䜙れる䜘うにし䜎した。（ヲ⣽䛿䠬䠊䠑䡚䠒をཧ↷）



はじѳに

中山間地域等直接支払制度は̚農業のઊेо࿈ᅤな地域にм

ける農業ઊ活動をऩ続するたѳ̚ਅࡶѥ地၏രにѺる支܋

を২и制度として̚ထ成12度から૰બしてきてмり̚ထ成27

度から第４期対策(ထ成27度̹ထ成31度)оދટчれています̛

また̚じくထ成27度からは̚法律にїいたڈจ的な措置

として૰બчれています̛

чまо地域љ取り組んљмられる農業ઊ活動は̚భѶ๖އ

ਯ၊れをၹт̚ྔしいढѶきのすѱかをଗるといѕたুく

ਅႿ全രにࡶѨরݎをもたらすものљす̛

このѺиな取組のᅃにࠓѱ̚中山間地域等直接支払制度љ

は̚ਅо྇ᄽのཔを൴し̚地၏രを෪じた支܋を২ѕて

います̛

中山間地域等にмいては̚৶ᆺܿѶక॰ஙоමしく̚農業Ѷ

集落の્ڣを॔するౢもありますо̚この制度を有রに活ᄽし̚

農業ઊの્ڣを෪じて多面的機能のޮ保̚地域の活ܿにृѥ

つけていたђきたいとৡкてмります̛
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１．制度の対象となる地域及び農用地

地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

(１) 対象地域

① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」
「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発
特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」等によって指定された地域

② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

(２) 対象農用地

① 急傾斜地（田：１/20以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上）
② 緩傾斜地（田：１/100以上１/20未満、畑・草地・採草放牧地：８°以上15°未満）
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地（北海道のみ）
⑥ ①～⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地

注）小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と
同額になります。

２．対象者

３．交付単価

集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者等

注）農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象

地 目 区 分
交付単価

（円/10a）

田
急傾斜（1/20以上） 21,000

緩傾斜（1/100以上) 8,000

畑
急傾斜（15°以上） 11,500

緩傾斜（ 8°以上） 3,500

地 目 区 分 交付単価
（円/10a）

草 地

急傾斜（15°以上） 10,500

緩傾斜（ 8°以上） 3,000

草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500

採草放牧地
急傾斜（15°以上） 1,000

緩傾斜（ 8°以上） 300

中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管
理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場
合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

４．交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
（使途は、予め協定に定めておく必要があります。）

２



➨㸲ᮇ対⟇のࢺ࣏ࣥ

ᇹᲮݣሊưƸŴƜǕǇưのСࡇのኵǈǛዜਤƠƭƭŴഏのǑ
ƏƳਘΪȷ҄ࢍǛᘍいǇƢŵ

䡚集落活動䜈のዪᛶ・ⱝ⪅等のཧຍをಁ㐍䡚

䡚」ᩘの集落が㐃ᦠして行う農業生産活動等のయไ䛵く䜚を᥎㐍䡚

䡚㉸ᛴഴᩳ地の農用地のಖ・活用をᨭ䡚

Ĭ ᠾಅǍᨼᓳǛݩஹƴǘƨƬƯዜਤƢǔƨǊのӕኵǁのૅੲǛࢍ
҄ƠǇƢŵ

ĭ ᨼᓳのѣƴӕǓኵǈǍƢいǑƏ交付ᡉᢩȫȸȫǛᙸႺƠǇƢŵ

䠑ᖺ間の農業生産活動等の⥅⥆がで䛝なくなった場合に、交付㔠の

㏉㑏ච㝖䛸なる⏤を㏣ຍ

䊻㻌P䠊䠑䛂ຍ⟬ᥐ⨨䜒䛒䜚䜎す䡟の䐠ཧ↷

䊻㻌P䠊䠓䛂交付㔠の㏉㑏に䛴いて䛃ཧ↷

䊻㻌P䠊䠐䛂䛣䜣な活動をすれ䜀交付をཷ䛡䜙れ䜎す䡟の䐠 䠞せ件ཧ↷

䊻㻌P䠊䠑䛂ຍ⟬ᥐ⨨䜒䛒䜚䜎す䡟の䐟ཧ↷

３



協定に定める活動内ᐜが、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみ
の場合は交付単価の８、①に加࠼て②の「య制整備のための๓ྥきな活動」を
。場合は交付単価の10を交付します࠺⾜

㸿要௳・㹀要௳・㹁要௳の中ࡘ１ࡽを㑅ᢥしてくࡔさい。

農ಅဃငࣱのӼɥᲢᙲˑᲣ

ƨӕኵᲢᙲˑᲣࢽȷᒉ者ሁのӋဒǛࣱڡ

ᨼׇႎƔƭਤዓӧᏡな˳制ૢͳᲢᲽᙲˑᲣ

れますࡽࡅ交付をཷࡤな活動をすれࢇࡇ

①ᶵᲔ・農作業のඹ同化 ②高付加価್ᆺ農業 ③生産᮲௳のᨵⰋ

④ᢸいᡭの農地集積 ⑤ᢸいᡭの農作業のጤク

以ୗの㡯┠ࡽ、㸰ࡘ以上㑅ᢥして実。（①ཪは⑤にࡘいては、より高い┠ᶆをタ定する
場合、ࡑれ1ࡘのみを㑅ᢥするࡇとでྍとなります）

協定参加者に、ዪᛶ、ⱝ者、NPO等を１ྡ以上᪂たに加࠼、以ୗの㡯┠ࡘ１ࡽ以上㑅
ᢥして実。

᪂つᑵ農者によるႠ農ۑ 農産≀の加ᕤ・㈍ۑ ㎸みࡧᾘ㈝・ฟ㈨のۑ

࠙ᶵᲔのඹ同用ࠚ ࠚの᱂ᇵࡤࡑ࠙ ࠙農ᐙによる⡆᫆な整備ࠚ

࠙᪂つᑵ農の┦ㄯࠚ ࠚの加ᕤࡎࡺ࠙ ࠙య㦂農ᅬࠚ

※詳細やご不明な点については裏表紙のお
問い合わせ先にご相談下さい。

・農業生産活動等
：耕作放棄の発生㜵Ṇ活動、Ỉ㊰・農道等の⟶⌮活動（Ἶ上ࡆ、草สり等）

・ከ㠃ⓗᶵ⬟をቑ進する活動
：࿘㎶ᯘ地の⟶⌮、ᬒほ作≀の作付、య㦂農ᅬ、㨶㢮等のಖㆤ

①農業生産活動等を継続するための活動：基礎単価（単価の８割を交付）

②体制整備のための前向きな活動：体制整備単価（①＋②の活動により単価の10割を交付）

協定参加者が活動等の継続がᅔ㞴となった場合に備࠼、活動を継続できるయ制をᵓ⠏。

４



㉸急傾斜

急傾斜

緩傾斜

㸲ࢪ࣮࣌の活動に加࠼、地域農業の⥔ᣢ・発ᒎに㈨する一定のྲྀ⤌を⾜࠺場
合には、交付単価にᡤ定額が加算されます。

Ĭ ᨼᓳᡲઃȷೞᏡዜਤьም

࠙集落協定の広域化支ࠚ

࠙小つᶍ・高齢化集落支ࠚ

地┠に䛛䛛䜟䜙䛪

3,000/10a

」ᩘ集落(2集落以上)が㐃ᦠして広域の協定を
締結し、᪂たなேᮦを☜ಖして、農業生産活動
等を⥔ᣢするためのయ制࡙くりを⾜࠺場合、協
定農用地యに加算します。

⏣ ⏿

4,500/10a 1,800/10a

㹙加算額㹛

㹙加算額㹛

㉸急傾斜地（田：1/10以上、畑：20°
以上）の農用地のಖࡸ᭷ຠ活用にྲྀ
り⤌ࡴ場合、該当の農用地㠃積に加算
します。

㹙加算額㹛

⏣・⏿

6,000/10a

加算措置ࡶあります

ĭ ឬ࣯ͼ農地̬μሥྸьም

Ａ 集 落

Ｂ 集 落

Ｃ 集 落

䠝集落が䠞集落を取䜚㎸䜣で活動をᐇ

䠝集落
䠞集落

（ᑠつᶍ・㧗㱋集落）

協定農用地
協定にྲྀり㎸み

▼積みಖ活動

Ჴ⏣䜸䞊䝘䞊ไᗘ ᬒほస䜚

ᅵተὶฟ㜵Ṇ

ଏƴ地؏ưӕǓ
ኵǜưいǔѣƕ
ƋǕƹŴƦǕƕь
ምのݣᝋѣƴƳ
ǓǇƢŵ

ᮏ制度の実集落が、小つᶍ・高齢化集落の
農用地をྲྀり㎸ࢇで農業生産活動を⾜࠺場合、
᪂たにྲྀり㎸ࡔࢇ農用地㠃積に加算します。

⥲農ᐙᡞᩘが䠍䠕ᡞ௨ୗ、䛛䛴、
㧗㱋⋡が䠑䠌䠂௨ୖの農業集落

㉸急傾斜農地(田) ㉸急傾斜農地(畑)

䐟 農地をಖする活動（䠍䛴䛰䛡ᐇで䜒ྍ）

ͤ ㉸急傾斜農地ಖ⟶⌮加算は、㸲ࢪ࣮࣌の「農業生産活動等を継続するための活動

（基♏単価）」に加࠼、加算対象活動を⾜ࡤ࠼加算されます。（ヲ⣽は㹎㸬㸴を参↷）

（ᮏ制度の実、
未実をၥࢃない）

（ᮏ制度の実、
未実をၥࢃない）

（ᮏ制度の実集落）

䠝集落が䠞・䠟集落䛸ᗈ域の集落協定（ᴫ䛽50ᡞ
௨ୖ）を締結して活動をᐇ

（ᐇ集落） （ᮍᐇ集落）

５

䐠 農産≀の㈍をಁ㐍する活動等（䠍䛴䛰䛡ᐇで䜒ྍ）

䛆ᑐ㇟活動の（䐟䡠䐠䛛䜙それ䛮れ䠍䛴䛿ᐇ）䛇

᪤Ꮡの活動

ଏƴ地؏ưӕǓ
ኵǜưいǔѣƕ
ƋǕƹŴƦǕƕь
ምのݣᝋѣƴƳ
ǓǇƢŵ

᪤Ꮡの活動

又
は

又
は

又
は

又
は

ͤ 集落㐃ᦠ・ᶵ⬟⥔ᣢ加算は、㸲ࢪ࣮࣌の「య制整備のための๓ྥきな活動（య制整備

単価）」を⾜࠺場合にྲྀり⤌ࡇࡴとができます。

H29年度ࡽ



㉸急傾斜農地ಖ⟶⌮加算のኚ᭦Ⅼ

６

ĭ˳СૢͳのƨǊのЭӼ
ƖƳѣのܱ

˳Сૢͳ単価（ABCᙲˑいƣǕƔܱ）

（Ʊĭのѣư10лǛ交付߇）

Ũ ឬ急傾斜地（田Ჴ1/10以上Ŵ畑Ჴ20°以上）ƴƓいƯŴ
ĬᠾಅဃငѣሁǛዒዓƢǔƨǊのѣƆؕᄽ単価（Ჲл

Ǜ交付）ƇƴьƑŴĮឬ急傾斜ᠾ地̬μሥྸьምのݣᝋ
ѣ（ᠾ地の̬μӏƼᠾငཋのᝤ٥̟ᡶ）ǛܱƢǔƜƱ
ưŴьም（6,000円/10a）ƕӖƚǒǕǇƢŵ

Ĭᠾಅဃငѣሁのܱ
ؕᄽ単価（ᲲлǛ交付）

㉸ᛴഴᩳ地䛿農地を
維持する䛰䛡で䜒
ኚなのに、農地集積
䜔ຍᕤ・㈍（䐠）䛿
㞴しい䜘。

䛣れ䜎で ᖹᡂ29ᖺ䠐᭶䛛䜙

ຍ⟬㔠（䐡）をっ
て㈍ಁ㐍に取䜚
組䜒う。

᳕Ʀの˂᳗
Ũឬ急傾斜地ưのžᠾငཋのᝤ٥̟ᡶſのѣƸŴࠊထƱ

ңщƠƯܱƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ

èĭǛܱƠƳいئӳŴĮのьምƸ
ӖƚǒǕǇƤǜŵƜのئӳŴĬのǈの
田Ჴ16,800円(畑Ჴ9,200円) /10a

Ქ

Ქ

Ქ

Įᠾ地の̬μᲥᠾငཋのᝤ٥̟ᡶ

ឬ急傾斜ᠾ地̬μሥྸьም

ĭ˳СૢͳのƨǊのЭӼ
ƖƳѣのܱ

˳Сૢͳ単価（ABCᙲˑいƣǕƔܱ）

（Ʊĭのѣư10лǛ交付߇）

Ĭᠾಅဃငѣሁのܱ
ؕᄽ単価（ᲲлǛ交付）

Ქ

Ქ

ĭǛܱƠƳいئӳưǋŴĬᲥĮư
田Ჴ22,800円(畑Ჴ15,200円)/10a

Įᠾ地の̬μᲥᠾငཋのᝤ٥̟ᡶ

ឬ急傾斜ᠾ地̬μሥྸьም

６

ĬᲥĭᲥĮǛܱƢǔئӳŴ田Ჴ27,000円(畑Ჴ17,500円)/10a



５年間の協定ᮇ間中に農業生産活動等が⾜ࢃれなくなった場合には、原
๎として協定のㄆ定年度に㐳って、協定農用地にࡘいての交付金の額を
㏉㑏していたࡔくࡇとになります。

たࡔし、協定に参加する農業者の気・高齢ࡸ自↛⅏ᐖなのࡴࡸをᚓ
ない事⏤がある場合には、ࡇの交付金㏉㑏の⩏ົがච㝖されます。

なお、ᖹᡂ28年度ࡽ、合ィ15ha以上の集落協定、ཪは、集落㐃ᦠ・ᶵ
⬟⥔ᣢ加算にྲྀり⤌ࡴ集落協定が、集落ᡓ␎を作ᡂした場合、当該農地の
みの交付金の㐳ཬ㏉㑏となります（ヲ⣽は㹎㸬８を参↷）。

交付金の㏉㑏にࡘいて

交付金のᡉᢩǛβᨊƢるئӳ

۔ ḟのいࡎれに該当する場合は、交付金の㏉㑏がච㝖されます。

（。ࢇࡏの場合、当該年度以㝆の交付金の交付は⾜いまࡑ）

ۑ 農業者のṚஸ、高齢ཪは農業者ᮏேⱝしくはࡑのᐙ᪘の気ࡑの

ࡇれࡽに㢮する事⏤により農業生産活動等の継続がᅔ㞴な場合

ۑ 自↛⅏ᐖの場合

ۑ 農業者等が農業用タをᘓタする場合

ۑ බඹ事業により㈨ᮦ置き場等として一ⓗに使用される場合

ۑ 地域生法に基࡙く地域農ᯘỈ産業振興タ、ཪは、整備ㄏᑟ

タの用地とする場合 等

詳細やご不明な点についてはࠊ裏表紙のお問い合わせ先にご相談下さい。

۔ ḟの場合は、該当する農用地ศにࡘいての交付金のみを協定のㄆ

定年度に㐳って㏉㑏する必要がありますが、ࡑれ以እの協定農用地

にࡘいての交付金は、㏉㑏の対象になりまࢇࡏ。

ۑ ᪂つᑵ農者、農業ᚋ継者ࡑのの協定に定めࡽれた活動に参加

する者のఫᏯ用地とする場合

ۑ ᯘ業ཪはỈ産業関㐃タの用地とする場合 等

７



中山間地域において農業ࡸ集落の⥔ᣢをᅗっていくためには、協定参加
者が地域のᑗ᮶ࡸ地域の農地をのよ࠺にᘬき継いでいく話し合いを⾜
。とが㔜要ですࡇ࠺

た集落ᡓ␎を作࠼15年ᚋのᑗ᮶をぢᤣ～10、ࡽのため、ᖹᡂ28年度ࡑ
ᡂできる⤌みとしています。

集落ᡓ␎の作ᡂにࡘいて

ᲧᨼᓳဦưܭǊるႸᲧ

８

ۑ 協定農地のᑗ᮶のᘬ継ࡂ

ۑ 集落のᑗ᮶ീ（集落協定で᪤に定めている「集落ࣥࣛࣉ࣮ࢱࢫ࣐」

の内ᐜྍࡶ）

集落ᡓ␎を作ᡂした場合、合ィ15ha以上の集落協定、ཪは、集落㐃ᦠ・

ᶵ⬟⥔ᣢ加算にྲྀり⤌ࡴ集落協定においては、協定活動㐪なによる㐳

ཬ㏉㑏つ定が、ての農地ࡽ当該農地のみの㐳ཬ㏉㑏つ定にኚ᭦となり

ます（ୗグ参↷）。

ͤ᪤にㄆ定された協定にあっては、ᖹᡂ29年度ᮎまでに作ᡂする必要があります。

㸺：協定農地の一㒊で耕作放棄が発生した場合㸼

㹙ᖹᡂ27年度まで㹛

協定農地のてに対して交付した交付金を㐳ཬ㏉㑏

㹙ᖹᡂ28年度ࡽ㹛 ͤ当該農地のみ㐳ཬ㏉㑏

当該農地に対して交付した交付金を㐳ཬ㏉㑏

ͤ農業者の気なࡴࡸ、をᚓない事⏤がある場合は、ࡇれまで
おり㏉㑏はච㝖されます。
なお、㺀集団ⓗࡘᣢ続ྍ⬟なయ制整備(㹁要௳)㺁にྲྀり⤌ࡴ場合
は、交付単価の㸰ศの㐳ཬ㏉㑏が、ての協定農地ࡽではな
く当該農地のみの㏉㑏とኚ᭦になります。

以ୗの要௳を満たしているࡇとが必要です。
合ィ15ha以上の集落協定ཪは、集落㐃ᦠ・ᶵ⬟⥔ᣢ加算にྲྀۑ
り⤌ࡴ集落協定であるࡇと。

。とࡇれているࢃ⾜のᒆฟが集落ᡓ␎を作ᡂし、ᕷ⏫村㛗ۑ

H28年度ࡽ
ጞまっています

集落ᡓ␎のグ㍕は㹎.㸷を参↷



９

䐟それ䛮れの農地のᑗ᮶ീに䛴いて
ヱᙜする⟠ᡤに䇾䕿䇿༳を䛴䛡てୗ䛥い。

䐠ㄢ㢟が䛒れ䜀
グධしてୗ䛥い。

䐡集落యでのㄢ㢟（農業の䛣䛸௨እ䜒ྍ）
䛸ᑐ⟇をグ㍕してୗ䛥い。

 䕿集落ฟ㌟⪅が䠱䝍䞊䞁してᢸいᡭになって䜒䜙䛘る䜘うにാ䛝䛛䛡る。
䕿地域お䛣し協ຊ㝲に䛝て䜒䜙䛘る䜘う⏫に┦ㄯする。

䐢協定農用地をྵ䜐集落యのㄢ㢟䛸ᑐ⟇
等に䛴いてලయⓗにグ㍕してୗ䛥い。

集落ᡓ␎のグ㍕

Ƃᚡ᠍̊ƃ

１㸬協定農用地のᑗ᮶ീ

㸰㸬集落のᑗ᮶ീ

（１）協定農用地をྵࡴ集落యのㄢ㢟と対⟇

（㸰）集落のᑗ᮶ീ

䕿ே・農地䝥䝷䞁で、᪤にᑗ᮶の農地の利用等が決䜎っている農地䛿、
そのෆᐜを㋃䜎䛘て䇿䕿䇿༳を付䛡てୗ䛥い。

䕿集落䝬䝇䝍䞊䝥䝷䞁のෆᐜをう場合䛿、 䇾集落䝬䝇䝍䞊䝥䝷䞁䛸ྠじ䇿
䛸グධしてୗ䛥い。

䕿地域のそののィ⏬（ᕷ⏫ᮧのィ⏬な䛹に定めた地域のᑗ᮶ീ）の
ෆᐜをう場合䛿、䇾䕿䕿ィ⏬でసᡂしたෆᐜ䛸ྠじ䇿䛸グධし、その
㈨ᩱをῧ付してୗ䛥い。

区ศ ㄢ㢟 対⟇ 対応者

農地 草สり 㜵草ࢺ࣮ࢩタ置 集落協定⤌⧊ +��～+�� 中山間直払交付金を活用

農道 ᦆയ ⿵ಟ 集落協定⤌⧊ H35 県の事業を活用

㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃

対⟇の実ᮇ 実に用いるᡭẁ

農用地のᑗ᮶ീ�ᴫࡡ��～��年ᚋ�

地
␒

地
┠

用
㠃
（

੍
）

農
地
積 ⌧

ἣ

⟶
⌮
者

⟶⌮者
がᘬき
続き耕

作

ᢸいᡭ
等にጤ
ク予定

ᢸいᡭ
等にጤ
クをᕼ

ᮃ

農地中
間⟶⌮
ᶵᵓ
の㈚付
をᕼᮃ

草สり
等の⟶
⌮のみ

のࡑ

��� 田 800 耕作 農ᯘࠉኴ㑻 ۑ

��� 田 900 耕作 農ᯘࠉḟ㑻 ۑ

㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃 㺃㺃㺃㺃㺃㺃

農用地をᑗ᮶
（ᴫࡡ��年～

��年ᚋ）にྥࡅ
て⥔ᣢするため

のㄢ㢟

ᘬきཷࡅᡭの☜ಖ

�なし

㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃



中山間地域の㨩ຊを活したྲྀ⤌の

地ئᠾငཋǛ̅ဇƠƨ૰ྸ 田 ƖƼ

ɶޛ᧓地؏ưƸŴཎᑥのƋǔಮŷƳᠾငཋǍƦのьԼǛဃငƠƯいǇƢŵ
ɶޛ᧓地؏ሁႺૅƸŴƜのǑƏƳႏƞǜの地؏ƴƋǔǂཋǛᝤ٥ȷᙌᡯ
ƢǔƨǊのӕኵƴǋ̅ǘǕƯいǇƢŵ

ɶޛ᧓地؏ƳǒưƸのƓいƠいǂཋ

ហƔƿのఎؔ ᠾᕤのఎؔ ȟǫȳのǸȥȸǹь

10

（ᢼׄɢҗထޢ高ჷჄ高）˟ᠾ地̬μȷއם
䛹い 䜂䜙ののう䛱䜋䛬䜣䛛い し䜎䜣䛸䛱䜗う

Ƃ᳃ǿȸȳݼᠾᎍƕȋȩఎؔƴࢼʙƃ

Ƃ൦ᆖのӖᚠ˺ಅƃ

ӕኵʙ̊

Ƃᨼᓳのཞඞƃ
ŨއםȷᨼᓳƸŴׄɢҗ߷්؏の高230mのӨ地ƴˮፗƠŴ
ኖ2Ҙhaの൦田ƕ࠼ƕǔᠾಅ地࠘ŵɲᨼᓳưƸŴᲱ࠰ƴܦʕ
ƠƨჄփؕႴૢͳʙಅǛڎೞƴσӷ᧸ᨊƕڼƞǕƯいƨŵ

Ƃӕኵのϋܾƃ
ŨᨼᓳƸ17ࡇ࠰ŴއםᨼᓳƸ18ࡇ࠰Ɣǒஜ

СࡇƴӕǓኵǜưいƨƕŴᇹᲮݣሊƔǒɲңܭǛወӳŵ
Ũ25࠰ƴŴᨼᓳのᨼᓳփᠾኵጢƕžᠾʙኵӳඥ

ʴƻǒのſƱƠƯඥʴ҄ƠŴ൦ᆖೞ˺ಅのӖᚠƱȋȩ
のᚨఎؔǛܱŵ

Ƃӕኵのјௐƃ
ŨȋȩఎؔƴӕǓኵǉƜƱư᳃ǿȸȳݼᠾᎍᲬӸのࠝᨽ

ဇ˳СƴǑǔඥʴኺփの҄ܭܤǛǔƱƱǋƴŴȋȩの
Јᒵᛦૢ˺ಅưᲰӸǛᐮᨽဇŵ

Ũଷٸの寒ଡ଼ࠀのٻƖいӷ地のƸŴʶʟ田ȖȩȳȉƱ
ƠƯᝤ٥ŵ

Ũ27ࡇ࠰ƔǒƸŴއםᨼᓳƱᡲઃңܭǛዸኽƠŴӕ
ኵǛਘٻŵ

ׄɢҗထ

高ჷჄ



ᧈ߃Ⴤᧈɨထ Ⴤ上Ѩထࣈ

τࡉჄ˱ဇထ

ૼჄ上ឭࠊ
なが䜘䛱䜗う 䛛み䛛䛴䛱䜗う じ䜗う䛘䛴し

䛥䜘う䛱䜗う

Ⴤஔଐထ࢟ޛ ᒠ؉Ⴤࠝᨕࠊܷٻ
䜂た䛱おおみ䜔し䛒䛥䜂䜎䛱

ɶޛ᧓地؏ƳǒưƸのᐯȷ

11

ɶޛ᧓地؏ƴƸŴ˂ưƸᙸǔƜƱのưƖƳい፦ƠいǍᝅƔƳᐯƕƨƘ
ƞǜƋǓǇƢŵɶޛ᧓地؏ሁႺૅƸŴƜのǑƏƳᣃࠊᢿのʴƨƪƴƱƬƯ
ǋᝮƳᠾのؾǍᚇǛܣǔƨǊのӕኵƴǋ̅ǘǕƯいǇƢŵ

地区ᨼᓳңܭ(ᧈჄ上˙ᢼထ)ӕኵʙ̊

Ƃᨼᓳのཞඞƃ
ŨထưƸŴଯԧ61࠰ƴŴμ36ᨼᓳƴŴם地МဇŴ˺付ఎ
ؔŴ˺ಅۀᚠのӕǓǇƱǊሁǛਃƏփᠾኵӳǛᚨᇌŵΨ࠰
ƴƸŴ単ˮưŴ地区ǛԃǉᲮ地区のփᠾኵӳƴወӳŵ

Ƃӕኵのϋܾƃ
Ũ地区ưƸŴ2Ჲ࠰ᲫஉƴŴփᠾኵӳǛඥʴ҄

（ɟᑍᅈׇඥʴ）ƠŴɶޛ᧓地؏ሁႺૅ以ٳの交
付ǋဇƠŴ˖ဒȷᛦૢሁǛܱŵ

ṸƤƯŴᠾಅのਃいŴᣃࠊᠾ交්ȷᠾཋ්ሁǛ
ਃƏኺփ˳のඥʴ҄Ǜਖ਼ᡶŵ

ŨƜǕƴǑǓŴփᠾኵӳƱਃいሁのࢫлǛ分ਃƠŴᲬ
᨞ƯඥʴのˁኵǈǛನሰŵ

Ƃӕኵのјௐƃ
ŨփᠾኵӳƸŴᠾؾの̬μǛԃǊŴኺփᝧ˓ƴݣƢ

ǔᐯᙾƕဃǇǕŴᜭൿೌのҞૠ以上ǛထƕஊƢǔƜƱ
ưŴᠾಅೞのȪȸǹʙಅሁǋ᩼ᛢᆋưܱӧᏡŵ

ŨਃいሁƸŴփᠾኵӳƱᡲઃƠƯᙹਘٻǍ˺付Ǜᚘ
ဒႎƴᡶǊŴӓႩѣƴදщƢǔƜƱƕӧᏡŵ

いいじ䜎䛱く いいじ䜎䜎䛱

Ƃ地区の2᨞Ưඥʴのˁኵǈƃ

ထ

ᧈჄ

[ 2᨞ᢿ分 ] ᠾಅのਃいሁ
ᠾಅŴӓႩѣのܱ
（ఇࡸ˟ᅈŴஊᨂ˟ᅈ）

èփᠾኵӳՃƕఇɼӋь

[Ძ᨞ᢿ分 ] 地区փᠾኵӳ
˖ဒȷᛦૢŴ地؏เのሥྸ
（ɟᑍᅈׇඥʴ）
è 地区ϋμᠾܼƕӋь
ɶޛ᧓地؏ሁႺૅሁǛဇ

ᡲઃ ᡲઃ



ᡭ続きのὶれ

国（地方農政局等）

都道府県

交付金交付の流れ

（1/2）ᝲ
è（ ）ϋƸਃлӳ

ჄᝲࡅᲥᣃᢊᝲ

個人配分共同取組活動

集落協定 個別協定

ထᝲࠊჄᝲᲥࡅᲥᣃᢊᝲ

○ 集落協定Ჴݣᝋᠾဇ地ƴƓいƯᠾಅဃငѣሁ

ǛᘍƏᙐૠのᠾಅᎍሁƕዸኽƢǔңܭŵ

○ 個別協定Ჴᛐܭᠾಅᎍሁƕᠾဇ地のஊೌሁǛ

ஊƢǔᎍƱМဇೌのᚨܭǍᠾ˺ಅӖۀ
ᚠǛӖƚǔƔƨƪưዸኽƢǔңܭŵ

市町村

ᨼᓳのಮŷƳσӷӕ
ኵѣƴΪ࢘

̾ŷのңܭӋьᎍƴ
ᣐ分

Ƃᨼᓳσӷの൦ែฌੈƃ

ȷ ңܭƴؕƮƖŴѣǛ
ܱƠǇƢŵ

① 協定の作成

② 協定の提出（市町村が認定）

③ 活動の実施

④ 実施状況の確認（市町村が実施）

ȷ ᨼᓳのྵཞŴ目Ŵࢫл
分ਃሁǛ地؏ưᛅƠӳいŴ
ᨼᓳƱƠƯ目ਦƢǂƖ૾
ӼǍƦのƨǊのѣϋܾŴ
交付の̅ဇ૾ඥሁǛܭ
ǊƨңܭǛ˺ƠǇƢŵ

ȷ ထƕѣのܱཞඞǛᄩᛐƠǇƢŵࠊ
（ңܭˊᘙᎍሁのᇌƪ˟いǛƓᫍいƠǇƢ）

協定の作成と活動の実施

Ƃᨼᓳưのᛅӳいƃ

ȷ ˺ƠƨңܭǛࠊထƴ੩Ј(ද)ƠŴࠊထ
ᧈƕᛐܭƠǇƢŵ

（ද）ңܭƸŴžᠾಅのஊƢǔ᩿ٶႎೞᏡのႆੱの̟ᡶƴ᧙Ƣ
ǔඥࢷſƴؕƮƘʙಅᚘဒƱɟደƴ੩Ј

☆ 交付金の支払い

ȷ 交付ƸŴࠊထƴ交付ဎᛪǛ੩ЈƠŴ
交付ൿܭǛӖƚƨࢸŴᨼᓳのѣϋܾǍ
ѣܱጚƴࣖơƯૅǘǕǇƢŵ

ңܭの੩Ј（ᨼᓳăࠊထ）ᨂᲴᲰ/3Ც

ңܭのᛐܭ（ࠊထăᨼᓳ）ᨂᲴᲱ/3Ძ

ܱཞඞのᄩᛐ（ࠊထ）ᨂᲴᲳ/3Ც
ŭңܭƴƸŴᲬƭのᆔƕƋǓǇƢŵ

（1/4）（1/2）

（1/2） （1/4） （1/4）
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「農業の᭷するከ㠃ⓗᶵ⬟の発の促進に関する法律」にࡘいて

᪥ᮏᆺ直接支払制度
（中山間地域等直接支払を㝖く）

農地法㠃の草สり

Ỉ㊰のἾ上ࡆ

ከ㠃ⓗᶵ⬟支払

ከ㠃ⓗᶵ⬟を支࠼る地域のඹ同活動を支します。

（都府県の田の場合）

① Ỉ㊰のἾ上ࡸࡆ農道の㊰㠃⥔ᣢ
な

② ᳜᱂࡙ࣉ࣮ࢺ࢜ࣅࡸくりなの
農村⎔ቃ活動

③ Ỉ㊰ࡸ農道なの⿵ಟࡸ᭦᪂

3,000/10a

2,400/10a

4,400/10a

⎔ቃಖᆺ農業直接支払

化Ꮫ⫧ᩱ・化Ꮫ合ᡂ農⸆を原๎５以上低ῶするྲྀ⤌と合ࡏࢃて⾜࠺
ḟのႠ農活動を支します。

① ࣉࢵࣟࢡ࣮ࣂ࢝
（を使用する場合࢚ࣄ、ࡕ࠺）

② ሁ⫧の用

8,000/10a
（7,000/10a）

4,400/10a

ከ面ⓗᶵ⬟ᨭᡶ、⎔ቃಖᆺ農業┤᥋ᨭᡶ䛿、中山間地域等┤᥋ᨭᡶ䛸合䜟䛫て取䜚
組䜐䛣䛸がで䛝䜎す。ୗグの交付単౯䛿一です。
（地域䜔活動ෆᐜに䜘って交付単౯が␗な䜚䜎す。ヲ⣽䛿、⾲⣬のおၥい合䜟䛫ඛに䛤☜ㄆୗ䛥い。）

䕿 ἲᚊにᇶ䛵くᥐ⨨䛸なる䛣䛸で、䛣れ䜙のᨭᡶに䛴いて、集落のⓙᵝが䛣れ䛛䜙䜒
Ᏻᚰして取䜚組䜐䛣䛸がで䛝る䜘うにな䜚䜎す。

䕿 䛂農業の᭷するከ面ⓗᶵ⬟のⓎのಁ㐍に㛵するἲᚊ䛃䛿、農業の᭷するከ㠃ⓗ
ᶵ⬟の⥔ᣢ・発のための地域のඹ同活動ࡸႠ農活動に対し、ᅜ、都道府県ཬ
。⾜していますࡽのであり、ᖹᡂ27年㸲᭶ࡶ࠺⾜ᕷ⏫村が支をࡧ

中山間地域等┤᥋ᨭᡶ䛿、ከ面ⓗᶵ⬟ᨭᡶ、⎔ቃಖᆺ農業┤᥋ᨭᡶ䛸䛸䜒に、
䛂᪥ᮏᆺ┤᥋ᨭᡶไᗘ䛃䛸して、䛣のἲᚊにᇶ䛵いてᐇする䛣䛸䛸な䜚䜎す。

（①、②ཬࡧ③に同にྲྀり⤌ࡴ場合は、᭱9,200/10a）
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ࣉࢵࣟࢡ࣮ࣂ࢝

③ ᭷ᶵ農業

（≀等㞧✐、㣫ᩱ作ࡤࡑ、ࡕ࠺）

8,000/10a
（3,000/10a）

᭷ᶵ農業

④ 地域特ㄆྲྀ⤌ͤ�（ᮇ‣Ỉ⟶⌮ͤ� 等） 3,000～8,000/10a

ͤ� 地域の⎔ቃࡸ農業の実ែを຺した上で、都道府県が⏦ㄳを⾜い、地域を㝈定して支するྲྀ⤌

ͤ2 ᮇ間のỈ田に一定ᮇ間Ỉをᙇり、Ỉ田地ᖏのከᵝな生き≀を⫱ྲྀࡴ⤌



○ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

022-263-1111（内線4059）（東北農政局農村振興部農村計画課）

○ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
長野県、静岡県

048-600-0600（内線3415）（関東農政局農村振興部農村計画課）

○ 新潟県、富山県、石川県、福井県

076-263-2161（内線3436）（北陸農政局農村振興部農村計画課）

○ 岐阜県、愛知県、三重県

052-201-7271（内線2515）（東海農政局農村振興部農村計画課）

○ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

075-451-9161（内線2440）（近畿農政局農村振興部農村計画課）

○ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県

086-224-4511（内線2532）（中国四国農政局農村振興部農村計画課）

○ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

096-211-9111（内線4632）（九州農政局農村振興部農村計画課）

○ 沖縄県

098-866-0031（内線83342）（沖縄総合事務局農林水産部農村振興課）

○ 北海道

03-3501-8359（直通）（農林水産省農村振興局地域振興課）

ŨஜȑȳȕȬȃȈǍɶޛ᧓地؏ሁႺૅСࡇƴ᧙ƢǔƓբいӳǘƤƸŴ

ᠾ൦ငႾ ᠾਰᐻޅ 地؏ਰᐻᛢ（TEL 03-3501-8359(Ⴚᡫ)）

ӍƸŴஇ݃Ǔの地૾ᠾޅሁƴƓൢ᠉ƴƝႻᛩɦƞいŵ

おၥい合ࡏࢃඛ

農ᯘỈ産┬農村振興ᒁ農村ᨻ⟇㒊地域振興ㄢ
ࠛ100-8950 ᮾி都༓௦田区㟘が関1-2-1
TEL 03-3501-8359（直㏻）
FAX 03-3592-1482
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html

䡚交付㔠の᪩ᮇ交付に䛴いて䡚

ᮏ交付㔠䛿、集落協定に定めた活動をᨭする䜒ので䛒䜚、協定がᕷ⏫ᮧ㛗のㄆ定をཷ䛡

ていれ䜀、ᖺᗘึめの交付がྍ⬟です。交付㔠の᪩ᮇ交付をᕼᮃ䛥れる場合䛿、ᕷ⏫ᮧに

䛤┦ㄯく䛰䛥い。（ᖹᡂ29ᖺᗘ䛛䜙᪂たに取䜚組䜐協定䛿、ᕷ⏫ᮧ㛗のㄆ定がᚲせ䛸な䜚䜎す。）
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